
INFORMATION

大気汚染防止の観点から、地球にや
さしい自動車の開発・普及を図るた
め、排出ガス性能および燃費性能の
優れた自動車は税額を減額し、新車
新規登録から一定年数を経過した自
動車は税額を増額する制度です。 
●自動車税が減額される自動車 
　平成 19 年度については、平成 18
年 4 月から平成 19 年 3 月末までに
新車新規登録した低公害車 ( ハイブ
リット車を除く ) や、低燃費車で、

かつ低排出ガス認定車が減額の対象
となり、税率は概ね 25％から 50％
減額されます。
　なお、平成 18 年度に減額されて
いた平成 17 年 4 月から平成 18 年
3月までに新車新規登録したものに
ついては、平成 19 年度から減額の
対象外となりますので、ご注意くだ
さい。
●自動車税が増額される自動車
　新車新規登録から 11 年を経過し

たディーゼル車や、同じく 13 年を
経過したガソリン車 ( ＬＰＧ車を含
む ) については、概ね 10％を増額
します。( 増額は対象車が抹消登録
され、課税対象外となるまで。)
【問い合わせ先】
鹿児島県自動車税管理事務所
℡ 099-261-5611
※ 4 月 1日以降問い合わせ先
鹿児島地域振興局
℡ 099-261-5611

　縦覧制度は、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」
により、ほかの土地や家屋と比較して、自己
所有の土地や家屋の資産評価額が適正かどう
かを確認できる制度です。
縦覧できる事項
【土地価格等縦覧帳簿】
所在、地番、地目、地積、評価額
【家屋価格等縦覧帳簿】
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築
年、評価額
縦覧期間
平成 19 年４月２日（月）～５月 31 日（木）
（ただし土・日・祝日を除く）
縦覧場所
長島町役場  税務課、指江庁舎  総合管理課
縦覧できる人
・固定資産税の納税者および納税者と同居の
親族、相続人
・固定資産税の納税管理人
・固定資産税の納税者の代理人 (委任状が必要 )

持参するもの
印鑑、運転免許証など本人と証明できるもの
【問い合わせ先】役場税務課
電話 0996-86-1111　内線 1125
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固定資産評価額を確認しよう
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